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【輸入食品との付き合い方】 2008年1月、中国産の冷凍食品による薬物中毒事案が発生！

 

　食品を購入後は、消費者の方が適切に管理する責任が生じます。たとえば、「10℃以下で保存」という表示がある場合、購入
後は10℃以下で保存する必要があります。そうしないと国産品であっても、輸入品であっても、食品の安全は確保できません。
大切なのは、自らも管理するという気持ちを忘れないことだと思います。　　　　　　　　　　(参考資料　消費者庁HP・味の素㈱HP)

　輸入食品に対する不安が日本中に広がったことは、皆さまの記憶にあるところだと思います。消費者が最も知りたいのは、
「輸入食品は本当に安全なのか？」ということでしょう。安全性に関する議論は非常に難しいものですが、現在、日本国内にお
いて輸入食品に起因する問題が頻繁に発生し、食品衛生を脅かすような状況にはなっていません。このことから、一定の安全
性は確保されているものと考えています。

輸入食品について

　現在、日本はカロリーベースで約60％の食料を海外に頼っており、輸入届出件数も年々増加しています。また、近年
では、国際的な貿易協定（ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）を始めとするＥＰＡ（経済連携協定）等）の交渉・締結が進ん
でいる状況であり、今後も輸入食品の増加が見込まれます。

　私たちは輸入食品を上手く利用するために、食品に対する「イメージ」だけに流されず、正しい知識を持って、食品を
選択することが重要です。今回は、輸入食品の安全性確保の取組について紹介します。

　

　また、上記の事案を踏まえ、国は輸出国の日本大使館へ食品安全に関する専任スタッフの配置、検疫所では加工食品の農薬
検査を推進するなど、さまざまな対策を講じています。そもそも、100％安全な食品というものは存在しません。なぜなら、管
理をせずに放置すれば、食品は自然に腐敗などが進んでしまうものだからです。そのため、生産段階から加工、流通、さらにご
家庭でそれを食べる段階まで、それぞれの関係者が責任をもって適切に管理する必要があります。

まずは、行政機関の仕組みです。

輸入食品の安全性確保のためには、輸入

時の届出事項の審査や検査だけではなく、

輸出国での製造等の段階から日本に輸入

される食品の安全性を確保するという、輸

出国における安全性対策が重要です。

そのために、日本の規制や輸入食品の違

反原因等の食品衛生に関する情報の提供、

輸出国政府との食品衛生に関する協議等

を行っています。

また、食品の安全性確保には、事業者の

取組が必須です。

実際に、事業者は現地での

生産管理や品質管理の徹底

を行うだけでなく、「輸入食

品衛生管理者」を置く等、自

社内の自主管理体制を構築

する等の取組を行っていま

す。

以上のように、輸入食品は、

輸入時の「検査」はもちろん

ですが、生産工程や品質の

「管理」の徹底により安全性

を確保しています。


